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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 
令和５年度足立区地域保健福祉推進協議会 

第５回介護保険・障がい福祉専門部会 

（足立区地域密着型サービスの運営に関する委員会） 
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小口介護保険課長  太田高齢福祉課長 
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半貫衛生管理課長  秦中央本町地域・保健総合支援課長 

塙介護保険課介護保険係長 

開催年月日 令和６年２月１４日（水） 
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石渡和実部会長   酒井雅男副部会長  白石正輝委員 
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橋本飛鳥委員    細井和男委員    加藤仁志委員 

山根佳代子委員   佐藤奈緒委員    依田 保委員 

中村明慶委員    馬場優子委員 

欠 席 者 

山中 崇副部会長  佐藤和義委員    中村輝夫委員 

福岡靖介委員    名久井昭吉委員   金子孝一朗委員 

蔵津あけみ委員 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

【資料１】地域密着型サービス事業者の新規及び更新指定について 

【資料２】第９期介護保険事業における介護保険料の諮問・答申案について 

【資料３】足立区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画（中間報告）の 

     パブリックコメントに対する区の考え方について 

【資料４】足立区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画（案）について 

【資料５】令和６年２月「ぱく増し」強化月間の取組について 

【資料６】足立区障がい福祉関連計画策定の進捗状況について 
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     ついて 

【資料８】足立区における高齢者の孤立死の現状について 
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（石渡部会長） 

 それでは、令和５年度第５回足立区地域保

健福祉推進協議会、介護保険・障がい福祉専

門部会の議事を始めさせていただきます。 

 本日の議題は、お手元の次第のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（石渡部会長） 

 それでは、専門部会の審議事項に入りま

す。 

 まず、審議事項の１と報告事項の１から３

までをまとめて説明していただいて、委員の

皆様からの御質問、御意見をいただきたいと

思います。次に、報告事項の４から６までに

ついて説明をいただいて、御質問、御意見を

いただくという形にさせていただきます。 

 それでは、審議事項の１、報告事項の１か

ら３について、介護保険課の小口課長、高齢

福祉課の太田課長、地域包括ケア推進課の瀬

崎課長から御報告をお願いいたします。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長、小口でございます。 

 それでは、資料２「第９期介護保険事業計

画における介護保険料の諮問・答申案につい

て」を御覧ください。 

 １の（１）第９期の介護保険料基準額でご

ざいますが、現行の6,760円から、マイナス

10円の6,750円の設定案でございます。 

 今回、パブリックコメントなどでは、物価

高騰などもあり、保険料の値上げをしないで

ほしいといった御意見などを多数いただい

ておりました。区としては、介護保険料の収

納率を高めていくこと、また介護予防に重点

的に注力していくことなど、様々取り組んで

いくことで、総事業費を抑制していく前提で

の保険料案でございます。区民の皆様には、

いつまでも元気で生活していただけるよう

に、介護保険を使わなくても済むように、運

動に取り組んでいただくことですとか、あと

はたんぱく質を取っていただいて、食事に注

意していただくとか、そういった区の介護予

防事業に積極的に御参加いただくことで、こ

の保険料案とさせていただきました。区民の

皆様にはそういった事業に御協力いただき

たいと考えてございます。 

 次に、（２）の第９期の所得段階別の保険

料率でございます。こちらについては、資料

２－２も併せて御覧いただければと思いま

す。 

 今回の所得段階別の保険料率でございま

すが、８期の17段階から、９期は19段階に多

段階化をしまして、保険料率は、８期は最大

4.5倍でありましたが、こちらを6.5倍に変更

する案でございます。 

 国は、低所得者の保険料の上昇の抑制を図

るために、標準の所得段階保険料率を現行９

段階と標準で設定しておりましたが、これを

13段階に多段階化して、低所得者の保険料を

抑制するという案を示してございます。 

 足立区の場合、８期のときにはこの９段階

までは、国の標準の保険料率よりも抑えて設

定しておりましたが、今回は国の標準が13段

階ということで示されましたので、９期の区

分につきましては、13段階までは基本的には

国の料率に合わせてございます。 

 さらに、足立区では19段階、最大6.5倍に

することで、保険料基準額を抑制する案とい

うことでございます。 

【「地域密着型サービスの運営に関する

委員会」は非公開】 

※資料１の報告については、個人情報や

事業所の経営状況が含まれているため、

地域密着型サービスの運営に関する委員

会設置要綱第１条の規定により、非公開

となっています。 
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 この結果、19段階にした結果、１段階から

５段階までの非課税の方、低所得の方に関し

ては、保険料は値下げになります。ただ、こ

ちら６段階以上の課税の方に関しましては、

その分負担をしていただくという案でござ

います。 

 次に、資料２の本編にお戻りいただきまし

て、２の影響額などについてでございます

が、（１）介護報酬の改定で、今回、国は介

護報酬の改定率1.59％と示してございます。

こちらの1.59％、報酬が引き上げられること

によりまして、総事業費の影響額は約33億円

プラスという状況になります。 

 続いて、（２）の所得段階別区分の見直し

ですが、こちらについては先ほど御説明した

とおりの内容でございます。 

 次に、（３）の総事業費でございます。こ

ちらは、計画の冊子の127ページを併せて御

覧いただければと思います。 

 127ページ、５の介護保険料の算出とござ

いまして、まずは（１）の高齢者数なんです

が、こちらについては、最新の足立区の人口

推計を基にしまして、令和６年度から令和８

年度の人口の推計を改めて出したものでご

ざいます。中間報告のときよりも、３年間で

１万9,269名ほど増えるという試算でござい

ます。 

 次に、（２）の要支援・要介護認定者数の

推計でございます。こちらも、令和６年度か

ら令和８年度までで記載のとおりの人数で

ございますが、中間報告で示した人数より

も、３か年合わせてプラス9,891人というも

のでございます。 

 続いて、（３）は、こういった高齢者数が

増えるとか、国の制度の改正など、そういっ

たものを勘案しまして、総事業費は今回６年

度、７年度、８年度合わせまして2,085億円

ということで、中間報告のときよりも23億円

増える見込みでございます。 

 続いて、この冊子の125ページ、126ページ

を併せて御覧いただきたいと思います。 

 本編の125ページでは、介護保険制度の主

な改正点を載せさせていただいております。

１つ目のところは、先ほどお話しました国が

定めた標準の所得段階別の段階というのを

９段階から13段階に多段階化するというも

のでございます。 

 （２）につきましては、介護給付費財政調

整交付金の見直しということで、国が高齢化

率の高い自治体に関しては、より交付金を多

く出すということです。こちらの交付金の見

直しについては、足立区の場合は高齢化率が

高いので、交付金が増えていくという見直し

になってございます。 

 続いて、（３）は、先ほどの報酬改定プラ

ス1.59というものです。 

 （４）につきましては、多床室の室料負担

の見直しということでございまして、こちら

は主に老健などの多床室の室料を新たに負

担していただくというものでございます。こ

ちらは、特別養護老人ホームなどでは、既に

平成27年頃から室料は有料化されておりま

すので、そういった公平性の観点などから

も、老健などについても室料の負担をしてし

ていただくということで国の改正があるも

のでございます。 

 続いて、その次の126ページ、御覧いただ

ければと思います。 

 こちら、（１）のところですが、これは区

独自の施策としまして、介護保険のサービス

を使った場合の利用料の軽減制度でござい

ます。こちらは、生計困難者に対する利用料

の軽減制度でございますが、例えば１割負担

の方の2.5％分を軽減するというものなんで

すけれども、今回、足立区独自でさらに4.5％

を軽減して、その方々の負担を最終的に３％
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まで減らすというものでございます。 

 （２）につきましては、保険料の所得段階

の多段階化ということで、９期については19

段階まで広げるというものでございます。 

 何度もすみませんが、資料２の本編のほう

にお戻りいただけますでしょうか。 

 ３番の第８期・９期保険料の増減要因の比

較でございます。こちらを表にしてございま

すが、主だったところでいいますと、２の介

護保険給付準備基金の投入額でございます

が、第８期は40億円、その当時の残額を全額

投入しているというものでした。今回、９期

も現時点での基金残高ほぼ全額を投じて、保

険料を抑制していくというものでございま

す。30億円投入することで、保険料としては

おおむね500円弱の抑制になるというもので

ございます。 

 また、５番目の所得段階・最高料率の見直

しでございますが、今回19段階、6.5倍にす

ることで、保険料の影響としては、おおむね

280円ぐらい抑えられるというものでござい

ます。 

 また、６番目の保険料収納率でございます

が、こちらも収納率を高めていくということ

で、８期よりも0.5％上げて98％ということ

で見込みを設定させていただいております。 

 ７番目の多床室の有料化、こちらについて

は、１人当たり8,000円程度の増になるだろ

うというものでございます。 

 最後に、４番目、今後の方針でございます

が、今回御審議いただきまして、また２月20

日の推進協議会で答申をいただいた後、区議

会のほうに条例改正案を提出しまして、こう

いった内容を可決されました際には、区民の

皆様に最終的には周知をしてまいりたいと

考えてございます。 

 以上でございます。 

 （小口介護保険課長） 

 続きまして、資料３をお願いいたします。 

 足立区高齢者保健福祉計画・第９期介護保

険事業計画（中間報告）のパブリックコメン

トに対する区の考え方についてでございま

す。 

 こちらは、１の（１）にございますように、

令和５年10月16日から約１か月間実施して

ございます。 

 （２）で、674名の方から御意見を頂戴し

ております。 

 （３）で、その内訳になりますが、今回、

総トータルの御意見の件数としましては851

件、そのうち、①のところですが、介護保険

料について、値上げしないでほしいといった

ような内容が主なものでございました。 

 ２の区の考え方でございますが、こちらは

別冊で12ページの冊子がございます。こちら

は、基本的な区の考え方としまして、区民の

皆様の負担とならないように、最大限取り組

んでいくという考えの下、それぞれの内容に

ついて区の考え方を示してございます。 

 今後の方針でございますけれども、こうい

った御意見も踏まえて、今回の保険料案、答

申案を設定させていただいたものでござい

ます。 

 以上でございます。 

（太田高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長、太田でございます。よろし

くお願いいたします。 

 私のほうからは、報告事項（２）の足立区

高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計

画（案）について御報告させていただきます。 

 資料４を御覧ください。 

 令和６年度から令和８年度までの計画期

間とする当期計画案がまとまりましたので、

その御報告になります。 

 主な内容といたしましては、第１章から第

５章までの５章立ての内容になってござい
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ます。実際に資料のほうは、資料４－１、冊

子が席上に配付してございますので、こちら

のほうを後ほど御覧いただきたいと思いま

す。 

 第１章のほうは、足立区地域包括ケアシス

テムということで、中間報告で案をお示しし

たのとほとんど同じ内容になってございま

す。 

 第２章のほうにつきましては、高齢者保健

福祉計画の概要ということで、10月に公聴会

を６回実施しました。また、先ほども報告が

あったように、パブコメを実施しまして、そ

の結果を改めて記載させていただいてござ

います。 

 第３章につきましては、足立区の人口推計

値に基づきまして、数値のほうを補正してご

ざいますので、後ほど御確認いただきたいと

思います。 

 また、第３章のほうは、地域包括ケアシス

テムビジョンの柱に基づいた現状と課題、ま

た成果指標を整理してございますので、後ほ

どこちらも御覧いただきたいのと、あと追加

で地域包括ケアシステム梅田地区モデル事

業のほうも記載してございます。 

 第４章につきましては、高齢者保健福祉計

画の基本理念と施策ということで、施策体系

の見直し、また各体系の取組方針と紐づく重

点施策等を記載していますが、今回、最終報

告では事業ごとに指標を定めまして、令和８

年度までの目標値を記載してございます。こ

ちらについても、細かい部分は後ほど冊子の

ほうを御覧いただきたいと思います。 

 ２番といたしまして、先ほど報告ありまし

た第９期介護保険料基準額の設定案は6,750

円ということでございます。 

 今後の方針ですが、こちらの計画案につき

まして令和６年第１回区議会定例会に案を

提出させていただきまして、可決された際

は、区民への周知を行っていきたいと思いま

す。３月下旬にあだち広報、介護保険特集号

を発行予定でございます。また、３月下旬に

は、区のホームページのほうにも掲載を予定

してございます。 

 報告は以上になります。 

（瀬崎地域包括ケア推進課長） 

 おはようございます。地域包括ケア推進課

長の瀬崎でございます。 

 私からは、報告事項の３番、令和６年２月

「ぱく増し」強化月間の取組についてという

ことで、資料につきましては、資料５でござ

います。 

 こちらの「ぱく増し」強化月間につきまし

ては、令和４年度からの新規事業ということ

で、高齢者の低栄養対策として、１日当たり

１食20グラム以上のたんぱく質を摂取し、筋

力の維持をしていこうという取組でござい

ます。 

 目的につきましては、たんぱく質が重要と

いうことで、「ぱく増し」というキャッチフ

レーズ、ロゴマーク、普及啓発用品等を活用

した周知ということでございます。 

 項番２、実施内容でございますけれども、

「ぱく増し」月間キャンペーンの実施という

ことで、アンケートに答えて「ぱく増し」商

品を当てようというチラシを置かせてもら

っています。今回、このチラシを地域包括支

援センターに配っていただきながら、アンケ

ートに答えていただいて、30名の方に「ぱく

増し」商品が当たるという取組を、新たに始

めています。 

 また、２番でございますけれども、普及啓

発品ということで、新しく手ぬぐいを作りま

した。こちら、あだち広報１月25日号の掲載

での周知と、地域包括支援センターの訪問等

での配布を予定しているところでございま

す。 
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 そのほか、（３）番ということで、区内の

スーパー、イトーヨーカドー２店舗、ヨーク

フーズ３店舗、ベルクス10店舗との連携、ま

た食品メーカーとの連携とレシピの発信、地

域学習センター、図書館のミニコミ紙でのＰ

Ｒ、配食サービス事業者へのアンケートチラ

シの配布という取組を、この２月、集中的に

行っているところでございます。 

 ３番の今後の方針でございますけれども、

この取組につきましては、もともと令和３年

度の世論調査で、１日に３回たんぱく質を摂

取する方が19％という低い数字だったため、

これを３割まで引き上げるということで取

り組んでいるところでございますけれども、

引き続き啓発を図ってまいりたいというと

ころでございます。 

 以上でございます。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

 御報告、それから審議事項についての御説

明をいただきました。介護保険料の基準額は

6,750円という設定で、それから低所得者の

方の負担を減らすため今までの17段階から

19段階になったというあたりのところ、大事

な御説明をいただきましたが、委員の皆様、

御質問や御意見、おありでしたらば、お願い

をしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 では、さの委員、どうぞ。 

（さの委員） 

 区議会議員のさのでございます。 

 御説明ありがとうございました。介護保険

料につきましては、心配していた7,000円超

えというところが、物価高騰もございます

し、このパブリックコメントも受けてという

ことで、第８期から10円安くなるという金額

を聞いて、大変安心もいたしました。 

 介護保険料は抑えられましたけれども、逆

にいうと、この介護給付費の抑制も大変重要

かと思っております。私たち、１月に会派で、

山口県防府市への視察に行ってまいりまし

た。ここでは介護にならないための施策とし

て、短期集中予防型サービスというのを行っ

ております。 

 現在、足立区では生活の困り事があると、

地域包括支援センターに行って、介護の認定

をまず受けるというシステムなんですが、防

府市ではそうではなくて、困り事の相談を受

けた後には、いろんな事業所によって寄り添

った支援をして、１週間ごとに、例えば食事

とか口腔ケアとか、いろんなアドバイスにつ

いて、自分が挑戦をしていって、３か月後に

は介護にかからないというのを目指してい

るんですね。そういう意味では、介護になっ

てから何かをするんでなくて、予防が大変大

事だということも思っておりますので、ぜひ

このような取組を足立区でもお願いしたい

というふうにも思っております。 

 そして、介護人材の確保というところで

は、今回のこちらの介護報酬のものでは1.59

ということで示されておりますけれども、こ

れは本当に公明党も推進をさせていただい

たんですけれども、介護職員全職員に居住支

援特別手当というのを東京都が４月から行

いまして、全職員に対して１人当たり１万

円、そして勤続年数５年以内の方には加算で

１万円ということで、１万から２万というの

はかなり介護職員については追い風になる

かなとは思っておりますので、こちらにつき

ましても、事業所の方をはじめ、これから介

護の資格を取ろうという方にも、ぜひ届くよ

うな取組をまたお願いしたいというふうに

思っております。 

 そして、先ほど御説明がございました、こ

ちらの第９期の事業計画というところでは、

32ページのほうに梅田モデルのほうも記載

をしていただきまして、大変ありがとうござ
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いました。ずっと梅田地域、皆様、関心を持

って取り組んでおりましたので、17の事業

で、現在継続しているものもあれば、いろい

ろ様々あるかと思いますけれども、特にこの

自主グループ、体操等を行う自主グループに

つきまして、25地区で64のグループが立ち上

がったということで、体操をして介護予防を

するということは大変重要ですので、この辺

につきましても、ぜひ今後も推進をお願いし

たいと思います。 

 そして、最後に、この「ぱく増し」なんで

すけれども、大変面白いというか、すてきな

取組だなと思っております。ＱＲコードでア

ンケートに答えるということで、ちょっと高

齢者の方にはハードルも高いかなという気

もしているんですが、30名の方にはこういう

グッズが当たるとか、あと手ぬぐいだという

ことであるんですけれども、ちょっと事業計

画を見たら、２月29日が締切り、応募期間に

なっているので、周知等については大丈夫か

なというところがございまして、せっかくい

いこういう事業をするのであれば、少し期間

も長くして、ぜひ取組の推進をお願いしたい

と思います。 

 以上の点について質問させていただきま

す。 

（石渡部会長） 

 さの委員、大事な御指摘をたくさんありが

とうございました。 

 山口県防府市のような介護予防というこ

とですが、足立区の場合は梅田でいろいろ取

り組んでいらっしゃるということですし、そ

れからこの「ぱく増し」という用語が非常に

ユニークで、いいなと私も思ったんですが、

期間の延長というようなことも御質問とし

てございましたが、このあたりは可能なんで

しょうか。 

（瀬崎地域包括ケア推進課長） 

 地域包括ケア推進課長の瀬崎でございま

す。 

 介護予防の関連の御質問につきまして、一

括して御案内していきたいと思っています。 

 まず１点目、山口県防府市でのＣ型の密着

サービスの点ですね。こちら、医療職が介入

して、短期集中型で介護予防事業をやってお

ります。23区内でも目黒区ですとか、そうい

ったところでやっています。このＣ型密着サ

ービスは、利用される方の自己負担があっ

て、医療職が短期的に集中して、維持・改善

するというような事業なんですけれども、足

立区ではまだ取り入れておりません。その自

己負担を区民の方がどれくらいお支払いで

きるのかですとか、また一時的に運動機能は

回復するんですけれども、３か月、４か月後、

どうなるのかというところがまだまだ分か

らないというところで、今、調査研究をさせ

てもらっているところでございます。 

 また、梅田モデルの取組につきましても、

今回こちらの４－１の資料の冊子の32ペー

ジ目以降で取組を記載いたしました。その後

の自主グループの展開等の取組につきまし

ては、51ページ目以降に、今回、基本目標、

基本施策に関連する事業と目標値というこ

とで、向こう３か年のそれぞれの細かい事業

の指標も設けている中で、引き続き梅田モデ

ルで御協力いただきながらやってきた事業

を、25の地域包括支援センターの管内でも、

取り組んでいきたいと考えてございます。 

 最後に「ぱく増し」の取組につきましては、

こちらのチラシ、このアンケートにつきまし

ても、先週末時点で2,500件ぐらい、もう既

に回答が来ているところでございます。 

 今回は、食品が当たるというところで消費

期限の関係もありますので、食品の部分は２

月、３月の第１週ぐらいまで受け付けようと

いう考えでございます。そして３月中に商品
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の発送をしようという考えを持っています。 

 ただ、手ぬぐいにつきましては多く作って

おりますので、地域包括支援センターの職員

が実態把握訪問の際に配り、低栄養の必要な

方につきましては、そういったものを啓発し

ながら取り組んでいきたいと思っていると

ころでございます。 

（石渡部会長） 

 補足の御説明ありがとうございました。 

 さの委員のほうから今の補足を聞いて、ご

ざいますか。 

（さの委員） 

 この手ぬぐいなんですけれども、２月29日

までにアンケートに答えないと頂けないと

いうことだったんですが、今、たくさんある

ので、それ以降も配布は可能ということでし

ょうか。 

（瀬崎地域包括ケア推進課長） 

 こちら、資料の真ん中のところに、（２）

の手ぬぐいのデザインの上に、３月以降は地

域包括支援センターの実態把握訪問時に配

布という形になっていますので、少し多めに

作っているところでございます。 

（さの委員） 

 ありがとうございます。 

（石渡部会長） 

 それでは、白石委員、どうぞ。 

（白石委員） 

 自民党の白石です。 

 介護保険料については、6,750円というこ

とで、中間報告よりも大幅に減額するという

ことですけれども、じゃあ、あの中間報告は

何だったのと、随分高い金額で中間報告が出

てきて、現実にはこうなりますよということ

について、どうしてこうなったんですか。 

（石渡部会長） 

 では、中間報告との違いをお願いいたしま

す。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長、小口です。 

 中間報告のときとの大きな違いなんです

けれども、まずは高齢者の人数の推計が、中

間報告のときは、少しずつ、６年度、７年度

と減っていくという見込みでございました。 

 ただ、今回、区の最新の人口推計では、６

年、７年、８年と高齢者は増えていくという

推計になっております。高齢者が増えると、

当然介護にかかるサービス費というのは増

えていくんですけれども、一方、保険料で換

算しますと、総トータルのサービス費を高齢

者数で割り返していくんですが、高齢者が増

えれば増えるほど、給付費が増えなければ、

一人当たりの保険料が減るという効果がご

ざいまして、そういったことが１つ要因でご

ざいます。高齢者人口推計が変わったという

ことです。 

 それと、もう一つは、所得段階別の料率な

んですけれども、中間報告のときも大体９期

は20段階前後、６倍前後でということでお話

をさせていただきましたが、その後、国が標

準の所得段階を13段階までにするというこ

とでお話がありまして、また13段階までの保

険料率を国が引き上げるということでした

ので、そこを引き上げるということ、この２

点が大きな違いというところでございます。

制度に関しては、ここが大きな違いでござい

ます。 

 そのほかにも、これまでの給付費の実績見

込みを精査したことや、また今後、介護予防

に重点的に取り組んでいく、こういったこと

も含めてぎりぎりまで給付費、総事業費を抑

えていくということで見込みましたので、そ

ういった点が大きく変わっているところで

ございます。 

 以上でございます。 

（白石委員） 
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 介護保険料が下がったことを責めている

んじゃないんですよ。私たち自民党は7,000

円以上になることは認めないということを

言ってきたわけですから、6,750円は、当然

もう自民党の言ってきた7,000円以下ですか

ら、この数字は非常によくできた数字だなと

いうふうに思います。 

 ただ、最後に介護保険課長が言ったよう

に、介護予防に力を入れていくことで、第８

期もそういう理由で中間報告よりも最終報

告が下がったんだよね。この数字というの

は、向こう３年間の予測の数字なんですよ

ね。 

 介護予防について、どの程度区が力を入れ

ていくのか、もう一つは、それに対しての区

民の理解と協力がどの程度あるのかという

ことが、しっかりと進んでいかないと、計画

どおりの6,750円ではできなくなってしまう

危険性は必ずあるんですね。 

 ですから、福祉部長、ここにいる中ではこ

の問題については部長が一番上級者ですか

ら。介護予防についての区の政策、区の考え

方、それともう一つ、区民の協力というのは

本当に得られるのかどうか。それは、部長に

聞いたって分かりませんと言うかもしれな

いけれども、区民の協力がなければ、介護に

かかる人は減らないんですから。区がしっか

りと政策を立てていくと、それに対して、区

民がどれだけ理解して協力するかというこ

とに、保険料の設定がかかっているわけです

から、区のここにいる最高責任者としてはど

ういうふうに考えているのか。 

（石渡部会長） 

 部長、お願いします。 

（中村明慶委員） 

 福祉部長の中村でございます。 

 今の御指摘の点を、第９期、頑張って取り

組んでいかなければいけないという覚悟の

下、今回、保険料をかなり下げた形で設定い

たしました。介護予防について、これからさ

らなる取組をしていく上で、これまではどち

らかというと、リスクが高い方をチェックリ

ストの中から抽出して、そこがより重度化し

ないような取組をするということが比較的

中心になっておりましたけれども、第９期は

それに加えて、まだそういった心配がないう

ちから予防に取り組むという、いわゆるポピ

ュレーションアプローチという考え方に少

しシフトして、より多くの方に健康づくり、

介護予防に取り組んでいただく方向に転換

していきたいと思います。 

 そのために、今日はいらっしゃっておりま

せんが、友愛クラブにも御協力いただいたり

とか、町会、自治会であったり、民生委員の

方々であったり、区と日頃連携いただいてい

る方々に、介護予防の普及啓発に御協力いた

だかないといけない。口コミにより意識を高

めていかないと、なかなか広まらないと思い

ますので、今後、いろんな機会を使って、働

きかけをしていきたいと考えております。 

（白石委員） 

 どちらにしても、介護にかからないほうが

いいに決まっているんだから。だから、そう

いう意味では、介護予防について、区民が協

力しやすいような方法、そしてまた区民が分

かりやすい方法で広報をしていただきたい

と、お知らせをしていただきたいと、こうい

うふうに思います。これは、要望で結構です。 

 それで、資料２－２、これについては、前

も要望しておいたんですけれども、足立区の

介護保険料は23区で一番高いんだというこ

とで、この介護保険料がいつも責められる。

その最大の理由は、足立区の所得層の問題が

あると思うんですよね。所得層の問題。 

 １段階から19段階まであるわけですけれ

ども、介護保険料を多く払ってくれる10段階
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以上の皆さん方の数が少ない。このことが、

保険料が上がってしまう大きな原因、基準額

が上がってしまう大きな原因なんじゃない

のかな。 

 第19段階が6.5倍なんていっても、これは

全体の0.2％ぐらいしかいないんですね。19、

18、17、全部合わせても、なかなか１％以上

にいかない。そういう人口構成が、結局介護

保険料を上げる原因になっていることが、実

際、分かり切ったことなんですけれども、こ

の資料を見ると、この段階の人たちがどれぐ

らいいるのか全然分かんない。 

 だから、これ分かるように何％というのを

入れてくださいというのをね、前の部会でも

言ったはずなんですよ。どうして入れないん

ですか。ぜひ、今後はそのことについて分か

るようにしてほしいと。というのは、基準額

よりも下の人、その数が50％以上いるんです

よ、実際には。これでは分かりますよ、この

厚いほうを見れば。この厚いほうを見れば分

かるけれども、一般の区民はこれ見ません

よ。 

 だから、一般の区民に分かるようにするに

は、こうした分かりやすい部分、ここに書い

てあればすごく分かりやすい。だから、書い

てほしいということを前の部会でも言って

おいたんですけれども、どうして書かないん

ですか。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長、小口でございます。 

 大変申し訳ございません。こちらの答申案

の表のほうにも、人口の構成比、入れるよう

にさせていただきます。大変申し訳ございま

せん。 

 なお、本編の冊子のほうには、130ページ

のほうに割合は載せておりますが、こちらの

答申案のほうにはその構成比率は載せてい

ませんでしたので、こちらも載せて、案とし

て差し替えさせていただきたいと思います。

大変申し訳ございませんでした。 

（石渡部会長） 

 白石委員、大事な御指摘をありがとうござ

いました。 

 この厚い冊子を区民はなかなか見ないと

思いますので、分かりやすい資料ということ

で、２－２の修正をお願いいたします。 

 山下委員、お願いいたします。 

（山下委員） 

 足立区医師会の山下です。 

 同じく、この所得段階別介護保険料、こち

らについてですけれども、これ、見れば見る

ほど、よく考えられているなというふうに感

心して見ていたんですが、結局、介護報酬改

定で1.59％、したがって３年で33億、捻出し

なければならないと。どこかから捻出しなく

ちゃいけないということで、この基準額を抑

えることによって、当然そうなると上からた

くさん取るということになるんでしょうが、

白石先生がおっしゃったように、3,000万円

以上のところで１万3,460円ですか、年間15

万円、そのぐらいは多く払ってもらいましょ

う、これはいいと思うんですが、ここでやは

り、第９段階から第13段階のところですが、

所得が300万円から900万円、この方々のとこ

ろは1,700円から2,000円ぐらい、月額で増額

になっていると。ちょうどこのあたりは、例

えば子育て世代だったりとか、お金が結構か

かる世代が含まれているんじゃないかとい

う気がするんですけれども。 

 最初に、18、19段階のところで、280円下げ

ることができたと、まさにこの18、19段階の

方々のために7,000円を切ることができたと

もいえるんじゃないかと思いますが、この９

から13段階、中間の所得層の人たちのこの保

険料の値上げによって、大体どのくらい、同

じような感覚でいくと、どのくらい下げられ
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ることになるんでしょうか。 

 まさに、ポピュレーションにも関係するこ

とだと思うんですけれども。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長、小口でございます。 

 御意見ありがとうございます。こちらの保

険料につきましては、65歳以上の方々の保険

料でございます。 

 また、先ほど９段階から13段階、確かに料

率を見ると上がっているというところなん

ですけれども、こちらについては、先ほども

お話させていただきましたが、国が標準の率

というのを13段階まで設定してございます

ので、基本的にはその率を足立区も踏襲させ

いただいたというものでございますので、そ

の13段階も2.4倍までなっておりますが、よ

り６段階以上の課税の方々から負担してい

ただくことで、低所得者の方の保険料を抑制

するという考え方でございますので、この点

は皆さん御理解いただければと思います。 

（山下委員） 

 山下です。 

 ちょっと勘違いしていました。40歳から65

歳はあまり関係ないということですか。分か

りました。 

（石渡部会長） 

 横田委員、どうぞ。 

（横田委員） 

 区議会議員の横田です。 

 この介護保険料についてですが、答申案で

は、中間報告では介護保険料が7,220円から

7,520円の値上げ案だったものを、基準額で

10円値下げしたということで、執行機関の皆

様の努力を高く評価したいと思います。 

 パブリックコメントに寄せられた意見が

今回は674人からあり、３年前よりも234人も

多かったということで、やっぱり、この介護

保険制度についての区民の関心の高さが、非

常によく分かるパブリックコメントだった

と思うんですね。 

 内容についても、介護保険料の値上げはし

ないでくださいというのが489件、値下げし

てくださいというのが76件、そのほか、高過

ぎるとか、何とかしてほしいなど、切実な声

が寄せられていて、これがもう９割近くが保

険料に関する、値上げしないでくださいとい

う意見だったわけですね。 

 今、高齢者の実態を見ると、年金は上がら

ないのに物価がどんどん上がっていくとい

うことで、生活がとても苦しいということが

言われます。高齢者の切実な声を酌み取っ

て、10円引下げとしたことは高く評価します

けれども、今回の料率の改定のところで、表

を見ていただくと、第６段階、第７段階、第

８段階のところは、料率が変更されたことに

よって値上げをしています。例えば、第５段

階は住民税非課税の方で、ここを抑えたこと

は非常に評価しますけれども、第６段階のと

ころでは、本人の所得が120万未満のこの方

が、290円の値上げになりました。 

 そして、第７段階のところが、計算すると

600円の値上げ、そして第８段階が660円の値

上げということですね。 

 この段階というのは、本人が一生懸命、現

役世代で働いて、生活をしていたという段階

なんだと思うんです。ここについては、やは

りもう一段階据え置くなり、何なりの努力を

求めたいと思います。 

 そして、もう一つ言いたいのは、このよう

な物価高騰で苦しいときに、今の岸田政権が

何の手も打とうとしていないということ。先

ほども報告がありましたように、介護報酬は

1.59％上がりましたけれども、介護保険制度

の充実のためには、やはり公費負担率を上げ

て、保険料を抑制して、そして介護サービス

の充実や介護職員の処遇改善を行うべきと
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思います。この点、国に対して強く要請して

いただきたいというふうに思います。 

 そしてまた、今回の介護報酬改定では、訪

問介護の報酬が下がっています。在宅介護の

要である訪問介護の報酬を減らすことにな

れば、住み慣れた地域で安心して住み続けら

れることを目指す地域包括ケア構想に逆行

することになります。この点についても、国

に強く求めていただきたいというふうに思

います。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 横田委員、丁寧に分析をしての御意見、あ

りがとうございました。 

 今の横田委員、特にあまり高所得とはいえ

ない、６、７、８段階の人たちの負担が増え

ていることとか、国への要望などについて御

意見いただきましたが、何かございますか。 

 どうぞ。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長、小口でございます。 

 御意見ありがとうございます。先ほど、こ

ちらの19段階の新たな所得段階の表なんで

すけれども、これは国が１段階から13段階ま

では基本的に示す、標準のものを示しており

ますが、委員おっしゃるように、その中でも

４段階と６段階、こちらにつきましては、上

げ幅が大きくなるということも見込んで、４

段階、６段階については保険料率を国よりも

若干下げております。 

 委員からお話あったように、そういったと

ころも配慮して、なだらかに保険料が、値上

げになってしまうんですけれども、それぞれ

の段階で不公平感があまりないようにさせ

ていただいてございます。 

 また、もう一つの国への処遇改善等、介護

報酬の見直しの要望ですけれども、こちらに

ついても、区としてもこれまでも要望してお

りましたが、まだまだ足りないぐらいなのか

なと思いますので、適正な報酬となるように

引き続き要望してまいりたいと考えてござ

います。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 どうぞ、横田委員。 

（横田委員） 

 今、回答がありましたけれども、やはりこ

の第６、第７、第８段階については、先ほど

第６段階については国よりも料率を低くし

たということで、実際のところ290円ぐらい

のアップですけれども、そのほか、その上だ

と600円以上の値上げになっておりますけれ

ども、やはり本当に現役のときに普通にお勤

めして、頑張ってきた方が、やはりこの値上

げになってしまうという実態をよく見られ

て、特段の努力を求めたいと思います。 

（石渡部会長） 

 石渡です。 

 大事な御意見ありがとうございます。今の

横田委員の御意見での、まだ今後検討してい

ただける余地があるようでしたら、ぜひお願

いをしたいと思いますが。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長、小口でございます。 

 区としてこの案を示させていただいてお

ります。これは基本的には国の示した標準の

保険料率で13段階まではさせていただいて

おりますので、それを踏まえて、皆さん、御

審議いただければと思います。 

（石渡部会長） 

 私も、この訪問介護の報酬が減って、介護

報酬にのせるみたいなことを含めて、ちょっ

とこの間も厚労省にいろいろ事業者の方た

ちと抗議をしてきたのですが、やっぱり事業

者の方にとっては、この物価高で報酬が少し

上がっても、むしろ厳しいみたいな声もたく
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さん聞いていますので、ぜひ区として検討す

る余地があればお願いしたいなと。 

 あと、ここまでの御説明について、何か御

意見おありの委員の方、いらっしゃいますで

しょうか。 

 では、銀川委員。 

（銀川委員） 

 区議会議員の銀川です。 

 私からも、介護保険料についてちょっとお

伺いさせていただきたいと思います。 

 先ほどの白石委員と少しかぶってしまう

ところもあるかと思うんですけれども、私も

今回、中間報告で頂いていたものからかなり

金額を下げていただいて、前回よりも下がっ

て6,750円ということになったというところ

は、すごく安堵したというか、よかったなと

いうふうには思います。そこにはいろんな料

率が変わったであるとか、また区としてもか

なり努力をしていただいて、この金額になっ

たというところで、本当に区の努力にも感謝

をするところです。 

 その中で、先ほど御説明のときにあったよ

うに、区のしていただく努力の中で、見込み

部分というのが幾つもあったなと思うんで

すけれども、例えば区民の方に運動をもっと

してもらうとか、あと「ぱく増し」など、食

事にも気を遣っていただくというところや、

あとは収納率の向上というところも、上がっ

ていくというところの見込みで今回この金

額というのが実現されたものだと思います。

しかし、例えば収納率の部分でいいますと、

４公金の収納率が令和４年度はほんの少し

なんですけれども、令和３年度と比べて下が

ってしまったという事実もあって、見込みの

部分で区民の方にこうしてもらうというと

ころで設定した部分において、しっかりと本

当に区民の方に実現していただけるのか。 

 この見込みが、実際には全然できなかった

という方向にならないような、ちゃんとした

根拠というか、裏づけができた上での今回の

設定なのかというところで、区の根拠、その

あたりをちょっと教えていただければと思

います。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長、小口でございます。 

 先ほど収納率のお話、出ましたので、収納

率でいえば、大体５年前は足立区の介護保険

料の収納率というのは、実は23区で一番低い

収納率でございました。そこから、その前か

らも注力して収納率向上をやってきたんで

すけれども、今現在、令和４年度の収納率は

着実に上がってきておりまして、23区でも11

位のところまで来ております。年々、ここ５

年間でいえば、前年度の収納率を超えて、強

化してやっておりますので、今年度もまた前

年度収納率を上回ってくるだろうというこ

とで、今、予測をしております。また今後も

こういった収納率に関しては、より上げてい

けるんじゃないかということで見込んでや

っておりますので、この点でいえば、まず実

績は積み重ねてきております。 

 また、介護予防に関しましても、先ほど部

長からもございましたが、今までよりも来期

については、より注力することで、いろんな

事業もメニューをそろえてやっていく、まだ

決まっていないものもたくさんあるかと思

いますが、そういったものも広げていった上

で、区としてやっていくんだという覚悟で見

込んでおりますので、その点で設定させてい

ただいたというものでございます。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

どうぞ、佐藤委員。 

（佐藤奈緒委員） 

 佐藤です。 

 すみません、基本的なことが分からなかっ
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たので、勘違いしていたんですけれども、第

２号被保険者さん、40から64歳の保険料とい

うのはどういうふうに決まっているのか、教

えてください。 

（石渡部会長） 

 第２号被保険者保険料ということですが。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長、小口でございます。 

 第２号被保険者、40歳から64歳の方々の保

険料につきましては、基本的に介護サービス

にかかる費用で、全体の27％分が40歳から64

歳の負担となっています。介護サービス全体

のうち、半分が公費で、その残りの半分が65

歳以上の方23％と、40歳から64歳までの27％

という負担割合で負担しているものでござ

いまして、その27％部分をそれぞれニーズに

応じて割り返して設定しているというもの

でございます。 

 これは、私どものほうで設定しているもの

ではございませんが、そういった負担の割合

で設定しているものでございます。 

（佐藤奈緒委員） 

 所得とか関係なく、人数割りなんですね。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 おっしゃるように、人数割りで保険料を算

出しているものであるというものでござい

ます。 

 これは、１号被保険者、65歳以上の方々の

保険料も人数で割り返して設定しておりま

すし、40歳から64歳に関しても、具体的な計

算の方法は分かりませんが、人数で割り返す

ものだと認識してございます。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 どうぞ、部長。 

（中村明慶委員） 

 福祉部長ですが、第２号被保険者の保険料

は、医療保険のほうで介護保険２号被保険者

の保険料を引いていますので、40歳以上の方

にそれぞれ頭割りの保険料が加算されてい

ると思います。 

 金額が来期幾らになるかということまで

はちょっと聞いておりません。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 ほかに、今までの件に関して何か。 

 では、白石委員。 

（白石委員） 

 １つだけお伺いしますけれども、2025年に

東京でデフリンピックが開催されるわけで

すね。足立区議会も意見書を上げましたか

ら、決定したことについては本当に喜ばしい

ことだなというふうに思いますが、足立区と

しては、もう来年ですから、2025年は。来年

に向けて、そのデフリンピックを盛り立てる

ために、どんな考え方で、どういうふうにこ

れから進めていくのか、お伺いをしたいと思

います。 

（石渡部会長） 

 すみません、白石委員、審議の経緯に関し

て結論を出さなくてはいけないので、今の御

意見に関しては、ちょっとお待ちいただいて

よろしいでしょうか。 

 介護保険の関連で何かほかにという方、い

らっしゃいますか。 

 では、どうぞ、鵜沢委員。 

（鵜沢委員） 

 介護サービス事業者連絡協議会の鵜沢で

す。 

 保険料の答申ということですが、ちょっと

先ほど介護サービスの、特に訪問介護の話が

出ましたので、それに伴って、ちょっと現場

の肌感というのをお伝えさせていただきた

いと思います。 

 今の保険料のお話ですが、保険料に関して
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は、本当に下がったということで、安堵して

いるところです。 

 私も現場に出ていて、保険料の話題になる

方も中にはいらっしゃいますが、保険料その

ものというよりも、保険に対するサービスが

満足いくものか、充実しているものかどう

か、保険あってサービスなしという状況に陥

るのだけは避けなければいけないという思

いで、現場を駆けずり回っているつもりで

す。 

 ただ、最近もある退院される方のケアプラ

ンなんかをつくっていても、ヘルパーさんが

もう本当に見つからないぐらいの状態にな

っているんですよね。何とかそれを支えよう

と思ってやっていて、今回改定で少しは上が

るのかなという淡い期待もあったんですけ

れども、まさか基本単価が下がる。もちろん

処遇改善のほうは上がって、全体としてプラ

ス改定にはなっているんですけれども、決し

て十分じゃないだろうと、先ほどからの意見

に関しては、現場の肌感としてもまさにその

とおりだと思っております。 

 先ほどの介護予防のこともそうですし、保

険料を下げるための取組というのは一方で

しながらも、やはり現場を力強く支えていた

だけるような、第９期のことは出てきました

けれども、この先、10期、11期のほうが、ま

さしくもっと修羅場になるだろうなと思っ

ていますので、そこを見据えて、いろんな取

組をさらに力強く推進していただければと

いうふうに思います。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 今の鵜沢委員は御意見として伺っておく

でよろしいですね。 

 本当に、この後がさらに厳しくなると思い

ますので、行政の皆さんも区民も、いろいろ

とさらに検討しなくちゃいけないと思いま

す。ありがとうございます。 

 それでは、審議事項の１の第９期介護保険

事業計画における介護保険料の諮問・答申案

についてということで、事務局案に異議があ

るという方がいらっしゃいますでしょうか。 

 いらっしゃらないですね。 

 それでは、事務局案のとおり了承して、足

立区の地域保健福祉推進協議会に報告をし

たいと思います。御協力ありがとうございま

した。 

 それでは、デフリンピックのことについて

白石委員から御質問があったのですが、この

件について、どなたか事務局のほうでお答え

いただける方はいらっしゃいますでしょう

か。お願いします。 

（依田委員） 

 地域のちから推進部長の依田でございま

す。 

 東京都の担当部局のほうと二、三回、デフ

リンピックのことについてやり取りをさせ

ていただいております。東京武道館がすぐそ

こにありますけれども、東京武道館でやるこ

とは決まっておりますが、どのような運営形

態になるのかですとか、選手がどこに宿泊す

るですとか、ホテル等、会場等の実施がどう

なるかですとか、様々疑問をぶつけたところ

ではありますが、まだ詳細な運営方針が決ま

っていないということで、これから具体的な

ものは出てくるということで御説明を聞い

ております。 

（石渡部会長） 

 白石委員、御質問ございますか。 

（白石委員） 

 部長、足立区としては、ろう協さんとは話

合いを進めているんですか。 

（日吉障がい福祉課長） 

 障がい福祉課長ですけれども、先ほど依田

部長のほうからありましたとおり、まだ具体
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的なものは決まっていないので、今後、ろう

協さんと、具体的な部分が分かってきた段階

では、話合いのほうをいろいろ協議のほうを

させていただくというようなことで、事前に

デフリンピックについていろいろ活動につ

いて協議をしたいというようなお申出は受

けておりますので、今後、順次進めていきた

いと考えてございます。 

（石渡部会長） 

 白石先生、ありがとうございます。 

 私も、ろうあ協会の方とお話すると、やは

りデフリンピックに期待は大きいのですが、

加藤委員は何かこの件で御意見ございます

でしょうか。お願いします。 

（加藤委員） 

 まず、デフリンピックに先立ちまして、冬

季デフリンピック、トルコで２月25日から行

われます。そこに、足立区から選手、監督含

め４名が、東京デフリンピックの下見のため

に、運営等、会場とか、あるいはいろんな状

況を把握するために、視察に行きます。開催

の終わった後、帰国しましたら改めて東京都

のスポーツ委員会のほうにも伺いまして、お

話をします。それで、私どもは東京都の連盟

のほうから、競技団体とか、全日本ろうあ連

盟とか、日本ろうあ連盟スポーツ委員会等の

いろいろな資料を基に、足立区と情報を分か

ち合って、どんなものが開催できるのかとい

うことを６月頃に御相談するような予定で

おりますので、しばらくお待ちくださいとい

うことです。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。いろいろ情報な

ども集めていただいているようですので、ま

たこの後、活用して、区民全体で何か盛り上

げていけたらと思いました。 

 それでは、議題として、次に、報告事項の

４から６までを用意していただいています

ので、これらについて障がい福祉課の日吉課

長、それから報告事項の５については山本所

長、それから報告の６の絆づくり担当部の五

十嵐部長、それでは御説明をお願いいたしま

す。 

（日吉障がい福祉課長） 

 改めまして、障がい福祉課長の日吉でござ

います。本日はよろしくお願いいたします。 

 資料６を御覧ください。 

 足立区障がい福祉関連計画策定の進捗状

況についてでございます。 

 足立区の障がい福祉の関連計画のほうが、

令和６年度、来年度からまた新しい計画にな

ります。障がい者計画は、あだちノーマライ

ゼーション推進プランのⅣということで、第

７期の障がい福祉計画と第３期の障がい児

福祉計画、この３計画でございます。 

 こちらについて、令和５年12月15日から令

和６年１月15日の期間でパブリックコメン

トのほうを実施いたしました。こちらについ

ては、48名から計52件の御意見をいただいた

ということでございます。 

 また、関係団体のヒアリングを同じように

年末から年始にかけて、12月25日から１月19

日にかけて実施のほうをさせていただきま

して、こちらは１団体３法人のほうと実際に

ヒアリングをさせていただきまして、御意見

をいただいてございます。 

 主な意見は（３）に載せているところでご

ざいますが、バリアフリーに関することや重

度者に対応できる共同生活援助の設置推進

等の項目について、御意見のほうをいただき

ました。 

 こちらについては、今現在、このいただい

た御意見を基に素案のほうを一部修正をし

ながら、最終的なものを今現在作成中でござ

います。一応２月下旬頃には修正したものが

出来上がる予定でございますので、今後、区
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議会の厚生委員会や地域保健福祉推進協議

会、また自立支援協議会のほうに、報告をさ

せていただいて、年度末までには新しい計画

として策定をして、来年度、その計画に従っ

て各事業のほうを実施していきたいと考え

てございます。 

 私からは以上です。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 皆様、こんにちは。福祉部障がい福祉セン

ター所長、山本でございます。どうぞよろし

くお願いします。 

 資料７を御覧いただきたいと思います。 

 件名は、令和５年度「第42回足立区障がい

者週間記念事業」の実施結果についてでござ

います。 

 実施日時等は、１番の（１）の表にありま

すとおり、区役所１階アトリウムで、作品展

が昨年11月30日から12月６日まで、お楽しみ

コーナーは12月１日から実施させていただ

きました。 

 また、（２）の区のホームページでも、Ｗ

ｅｂびじゅつかんとして作品の画像をホー

ムページで公開しております。これは現在も

続いております。 

 ２番目の実施結果です。作品展は、表の一

番下、令和５年度、4,036名の方、コロナ禍前

より多くお越しいただきました。ありがとう

ございました。 

 （２）お楽しみコーナー、販売・体験等は、

パウンドケーキ、クッキー、手芸品等の販売

や、体験ですけれども、手話体験、マッサー

ジ体験、義肢装具や意思伝達装置の展示・体

験等をやっていただきました。ありがとうご

ざいました。 

 次のページ、御覧いただきたいと思いま

す。 

 （４）になります。今年度の取組結果です。

パウンドケーキなどの食品販売、以前は平日

はやっておりませんでしたけれども、今回、

平日に実施し、ＰＲ向上につながりました。 

 また、片仮名のイにありますとおり、制作

された障がい者の方のインタビュー動画な

どをＳＮＳにアップして、会場でも上映し、

集客の増加につながりました。 

 項番の３、主な意見・感想ですが、御覧の

とおりですが、好意的な御意見等をたくさん

頂戴いたしました。 

 私からは以上でございます。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 絆づくり担当部長、五十嵐です。 

 私からは、資料の８、足立区における高齢

者の孤立死の現状について御報告をいたし

ます。 

 東京都監察医務院から頂いたデータの分

析が終わったので、御報告をするものでござ

います。別冊で資料の８－１を配付してござ

いますので、後ほど詳しく御覧いただければ

と思います。 

 ここでいう孤立死は、お一人住まいの高齢

者が自宅で亡くなった場合というものでご

ざいます。 

 １の（１）ですけれども、令和４年、これ

までで427人の方が孤立死で亡くなったとい

うことでございます。後ほど別冊で御確認い

ただければと思うんですが、令和４年は２月

と３月が非常に多かったというのが特徴で

す。なかなかその気象状況とか、死因とか当

たったんですけれども、原因についてははっ

きりとしたことが分かりませんでした。 

 ただ、その後、孤立死を公表しているとこ

ろというのがなかなかないものですから、死

亡者全体を比較すると、東京都も全国でもこ

の２月、３月というのは非常に多かったとい

うのが特徴でございました。 

 次の（２）から（５）までは、これは毎年

の傾向と変わりがございません。（２）が性
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別ですけれども、男性のほうが女性に比べて

2.8倍のリスクがありましたということで

す。 

 次のページにいって、（３）ですが、夏、

最高気温が35度、猛暑日になると、リスクが

2.8倍ありましたということです。 

 同じく、夏ですけれども、今度は最低気温、

熱帯夜よりも高い27度以上、最低気温が27度

以上のときも、リスクが高いですということ

です。 

 次のページの（５）ですけれども、今度は

冬ですが、最高気温、最低気温ではあまり変

化が見られませんで、１日の気温差が12度以

上あるとリスクが高いですということです。 

 （６）については、死亡直前の状況ですけ

れども、これまで入浴中と排便中というのを

ピックアップしてやってきたんですが、今回

新たに多い順に５つを抜き出してみました。

そうしますと、一番多いのが就寝中というこ

とで、これは冬と夏に多い傾向が見られると

いうことと、あと入浴中が２番目で、これは

やはり冬場に多く見られるというような傾

向が分かってございます。 

 今後の取組は、ここに書かせていただいて

いるように、こういった分析の情報につい

て、いろんなところで御説明をし、特に夏・

冬の見守り等をお願いしていきたいという

のと、あと男性の居場所づくりについても、

包括と協力しながらつくっていきたいとい

うふうに考えてございます。 

 説明については以上でございます。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

 本当に足立区は、先ほどの介護保険関連に

しても、障がい関連の計画にしても、パブリ

ックコメントの意見がすごく多いなという

のを感じましたし、障がい者週間のイベント

などへの参加もとても高いのかなと思いま

した。 

 あと、先ほどの孤立死の分析も非常に興味

深く私は拝見したんですが、委員の皆様、今

の御報告について何か御質問、御意見おあり

でしたらば、お願いをしたいと思いますが。 

 どうぞ。 

（しぶや委員） 

 区議会議員のしぶやでございます。 

 先ほど御説明のありました障がい者週間

記念事業の実施結果についてなんですけれ

ども、私も作品展、お楽しみコーナーとも、

ちょっと行ける日に寄らせていただいたん

ですけれども、大変にぎわっていたなと。本

当に、こういったきっかけづくりのイベント

というのは、またコロナ禍を通して、改めて

重要だなと実感した次第でございます。 

 詳しいこと、細かいことはまた推進協のほ

うで、各団体の方々の御意見や手ごたえなど

が聞ければなとは思っているんですけれど

も、まず一つ、１点目が、今年度の取組成果

というところにも書いてあったんですけれ

ども、まずこの目標人数、来場者数がかなり

増えたのかなと思うんですけれども、区とし

ての目標人数というのはどのぐらいを掲げ

ていたのかということと、またそれに対し

て、区の方の手ごたえといいますか、今年度

の取組成果の中にもありますけれども、取組

があれにつながったのかなというところが

まず１点というところと。 

 （４）のイのところで、インタビュー動画

をＳＮＳでアップしたところで、集客の増加

につながったというところなんですけれど

も、ちょっと私も勉強不足というか、ちょっ

と収集不足というか、だったんですけれど

も、このインタビュー動画をＳＮＳにアップ

するということの周知というのはどのよう

にやったのかなというところを知りたいで

す。よろしくお願いします。 



19 

 

（山本障がい福祉センター所長） 

 障がい福祉センター山本でございます。 

 先生、お越しいただいてありがとうござい

ました。 

 御質問に関しまして、目標なんですけれど

も、障がい者計画では、令和５年度は3,300

人と、コロナ禍後もあって低めでしたけれど

も、徐々に増加を図って、令和11年度4,500

名まで上げていこうというところを、期待以

上にお越しいただいたということではよか

ったかなと思っております。 

 そして、目標を上回った要因は広報紙と

か、ＳＮＳとか、また口コミとかもさせてい

ただきましたが、ＳＮＳをやるという事前告

知等は確かにいたしませんでした。Ｘ、旧ツ

イッターとかフェイスブック、足立区の公式

のものを使って、毎日違う方を11月ぐらいか

ら、今日はこの方、次の日はこの方というふ

うに違うメニューを上げていった分、露出が

高かったなと。また、閲覧数もかなりいただ

いたなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

（しぶや委員） 

 分かりました。具体的にＳＮＳの閲覧数が

上がったというところで、本当、大変よかっ

たなと思うんですけれども、私も協力したく

て、ＳＮＳを上げてこういうことがあります

よとかという周知もしたいですし、そういっ

たＳＮＳがあること自体もちょっと知らな

かったので、できればそういうところ、どん

なものをＳＮＳで上げたというところを、こ

ういう部会などで、こういったことを上げる

ぐらいの報告ぐらいは今後していただけれ

ばありがたいかなと思いますので、ぜひとも

よろしくお願いいたします。 

（石渡部会長） 

 しぶや委員、ありがとうございました。 

 情報発信の仕方も本当に変わってきてい

るので、効果的なやり方をお願いします。 

 それでは、山下委員。 

（山下委員） 

 医師会の山下です。 

 孤立死についてお伺いしたいんですけれ

ども、ちょっと先ほどの説明でよく分からな

かったんですが、単身者で自宅で死亡した場

合、これはどうやって調べているのか。監察

医務院では分からないと思うんですけれど

も、ちょっと詳しく教えていただければ。 

 というのは、例えば我々なんか在宅診療し

ていますと、一人暮らしの人を看取る場合も

あります。でも、この場合、その数がどうカ

ウントされているのか。調査があったことも

ありませんし。あるいは、戸籍とか住民票で

調べているのか、このあたりを教えていただ

けるとありがたいです。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 絆づくり担当部長です。 

 監察医務院から頂いたデータ、それで調べ

ております。一人住まいでも御家族にみとら

れて亡くなったような場合は、ここには含ま

れておりません。あくまで不自然死というこ

とで、そのデータを頂いております。 

 お住まいについては、家族構成もそこには

データで載っていますので、その中の単身者

を選んだものを、こうやって集計していると

いうところでございます。 

（山下委員） 

 山下です。 

 これ、監察医務院に行った分だけというこ

となんですかね。そうすると、私が在宅で独

居の方を看取った、この場合は数に含まれて

いない。定義としては、単身者が自宅で死亡

した場合には含まれてしまうと思うんです

けれども、たとえ定期的に診療していたとし

てもですね。いかがでしょうか。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 
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 絆づくり担当部長です。 

 すみません、資料の書き方がちょっと正し

くなかったようで、今、先生がおっしゃって

いるように、一人住まいで看取られて、医師

が検死したものは、ここには含まれていませ

ん。監察医務院から来たものだけでございま

す。失礼しました。 

（山下委員） 

 山下です。 

 訪問診療で診ていても、監察医務院に行っ

てしまう場合もあるんですよ。これは、警察

扱いですから、警察判断で監察医務院にいく

かどうかは決まるということなんですね。で

すから、あくまで参考になっちゃうのかなと

いう気はします。 

 それと、関係してお伺いしたいんですけれ

ども、監察医務院のホームページを見ます

と、足立区は常に取扱人数が毎年トップクラ

スです。総取扱人数もトップクラスですし、

人口当たりでもトップになっていると。これ

は、どのように考えておられるのか。直接は

関係ないんですけれども、教えていただける

とありがたいと思います。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 私も、監察医務院のホームページで、そう

いった不自然死、高齢者の一人住まいの不自

然死ということで、23区の数字が出ていまし

たので、それが直近が令和２年度の分です

ね、令和２年１月１日時点の23区の高齢者人

口と比較してみました。そうしましたら、足

立区は23区中、多いほうから７番目というよ

うな状況です。 

 数は減ったほうがいいのかなという気は

しますが、この中で分析している、亡くなっ

て見つかるまでの日数というんでしょうか、

そうしたものをまずは短くしていくという

のが重要なのかなというふうには考えてお

ります。 

（馬場委員） 

 衛生部長の馬場でございます。 

 私も自殺対策などで、いろいろ他区と比較

してみました。 

 まず、足立区は高齢者の人口の割合が非常

に高いですし、人数も一番多いです。その上

で、単身の男性の割合が非常に多いです。国

の全体と比べると、1.6倍という数になって

おりますので、もともと単身の男性が多く生

活していらっしゃるので、その方が夜、就寝

中に亡くなると、それが結果として孤立死扱

いになるというところです。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

 足立区の固有の状況がいろいろあるよう

ですけれども、この分析は本当に非常に参考

になるなと、興味深く拝見しました。 

 ほかの委員の方で、まだ御発言しそびれて

いらっしゃる、橋本委員や細井委員、何かあ

ればお願いしたいと思います。 

（細井委員） 

 在宅サービスセンター西新井の細井です。 

 先ほど介護保険料につきましては、当初の

金額を大幅に金額下げて、私も今日ここに来

たときに金額を見てちょっとびっくりした

ぐらいです。 

 国の介護保険制度の中でいっても、今回重

要なところでは、やっぱり先送りされたもの

があります。やはり、私たち事業者にとって

も大きな影響を受けるというふうな状況の

部分が、利用料負担の２割の拡大なんです。

これすごく実は大きいんですね。恐らく、足

立区の方においても、２割負担でかかる方、

結構出てくるはずなんで、そうするとやっぱ

り自然とそこでもう本来必要なサービスが

利用できなくなってしまうとかという、ここ

ら辺の状況がかなり生まれてくるんだろう

なというふうにちょっと危惧しておりまし
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た。 

 先ほど、利用者の負担軽減のところの部分

についても、区独自ということで4.5％の引

上げというところ、これもやっぱりすごく大

きな施策だろうなというふうにも感じてお

ります。 

 あと、もう一つ、事業者としてとして一番

危惧しているのは、やっぱり人材不足のとこ

ろなんですね。東京都のいろいろちょっとや

っている関係で、東京都全体にしても、もう

来年度、介護職員が３万1,000人ぐらいもう

不足すると言っているんですよね。私の身近

な周りでも、人材が確保できないというよう

な話をたくさん聞きます。 

 今回の実態調査の中でも、たしか６割ぐら

いの介護事業者、人材の確保が十分にできて

いないというのがもう出ているわけですね。 

 先ほど、鵜沢委員からお話あったように、

訪問介護で、ここについてももう今回の介護

報酬改定が出る前から、もう人材不足は言わ

れていて、本来介護保険の在宅の要というと

ころの実現でたしかスタートしたと、私は記

憶しているんですが、まずそこに人がいなく

なる。 

 あと、もう一つ懸念しているのは、実はケ

アマネジャーなんですね。国の処遇改善とい

うのが行き届かなくて、先ほどさの委員から

お話あったように、今回、東京都からの居住

支援というのが介護支援専門員にも１万円

ですかね、渡るんですね。 

 東京都がそういった施策をやってきてい

る中においては、近隣の他県のところでは一

部批判も出ているんですね。要するに、東京

都はお金を持っているから出せて、その近隣

の県などはなかなか出せないと。そうする

と、東京都に人が流れるんじゃないかという

ね。恐らく、この傾向って実は都内の中でも、

東京都の中でも恐らく出ると思うんですね。 

 足立区は、今後ますます利用する方が増え

ていく中で、一方で介護職員の確保が難しく

なる。こうなったときに、やっぱりもう足立

区の中の人材だけじゃなくて、やっぱり近く

の区のところから本当に人を引っ張ってこ

ないと、介護サービスの提供ができなくなっ

てしまうというおそれがあるかと思います。 

 私もちょっと、せんだって千住のほうのと

ころで、ちょっと知人の方からの紹介である

包括さんにお話に行ったんだけれども、介護

サービスを使うから、ケアマネジャーさんを

御家族のほうでも探してくださいと。なかな

かやっぱりもう見つけることが、千住地区で

も難しくなっている実態があるんですね。 

 ですので今後、特にこの９期に当たって

は、訪問介護の職員、それからあと居宅支援

事業者のケアマネジャーさんですかね、ここ

ら辺のところの動向というのは、足立区内で

も注視していただければというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 細井委員、大事な御指摘、ありがとうござ

いました。 

 介護人材は、数が足りないだけじゃなく

て、もう高齢化していって後が続かないとい

うようなところもよく話題になりますので。 

 橋本委員、お願いいたします。 

（橋本委員） 

 特別養護老人ホーム、橋本です。 

 私もちょっと介護保険の関係なんですけ

れども、こちらのほうの資料４－１の令和６

年１月13日版の９期の事業計画のところの

97、98ページに、特に97ページのほうですね、

この推計値のほうで、見込み、計画値、見込

みのところが書いてあるんですけれども、こ

れ、計画値が８期の事業計画だと思うんです

けれども、計画よりも恐らく見込みが少ない
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ということなんで、人口が減っている、人口

というか、高齢者が減っていると読み解くこ

とができるのかなと思います。 

 98ページのほうの人口推計のほうも、第８

期のほうの介護保険事業計画の人数よりも、

高齢者の数は減っているというふうに読み

取れるかと思います。 

 計画でも人口が減っているというところ

なんですけれども、ここら辺で介護保険のサ

ービスが、伸びがちょっと減るかは分からな

いんですけれども、その上でなんですけれど

も、資料３－１、行ったり来たりで申し訳な

いです。資料３－１のパブリックコメントの

12分の６、６ページですね、特別養護老人ホ

ームの件がこちらに書いてあります。区の考

え方というところの１番、２番というとこ

ろ、資料３－１の６ページですね。 

 この令和２年の整備計画が、こちらの資料

にも載っているんですけれども、こちらもや

はりこの人口推計で恐らく計画をされてい

るのかなと推測をされます。なので、人口の

ほうが、高齢者は減ってきているというふう

に読み取れるところもあって、先ほど鵜沢委

員、細井委員もありましたが、人材確保の観

点というところですね。その下の２番にも書

いてありますが。 

 あと、やっぱり特養は多床室というところ

で、所得段階のやはり問題もありまして、先

ほどありましたけれども、もうほぼ６段階あ

たりだと、ちょっと特養、ユニット型はもう

入れないのかなという所得の段階になって

おりますので、こちらのほう、人口推計、あ

と人材確保、多床室というところも考慮して

いただいて、整備方針の見直しをやっていた

だければなというふうに思っております。 

 意見ということで、よろしくお願いしま

す。 

（石渡部会長） 

 先ほどの事務局の回答の中でも、人口のち

ょっと推測の修正などもありましたので、ぜ

ひまた今の橋本委員の御意見などは、今後生

かしていただけたらと思います。 

 あと、山根委員も今日発言されていません

でした。私も、ほかの地域の視覚障がいの方

とお会いすると、同行援護のサービスが、ヘ

ルパーさんがいなくて使えないみたいなお

話なんかもよく聞くんですが、山根委員のお

立場で、今何かお感じになっていることと

か、御発言いただいてよろしいでしょうか。 

（山根委員） 

 同行援護のことですか。 

（石渡部会長） 

 どうぞ山根委員から何か今いろいろ日々

の生活の中でお感じになっていらっしゃる

ことがあれば、御発言を。 

（山根委員） 

 最後に事務局のほうにお願いしようと思

っていたんですけれども、今回の日にちの変

更が出されたんですね。11月21日の会議のと

きに、１月29日ですというお話だったんで、

そのように準備をしていたんですけれども、

急な日にちの変更で、１月に私のところに封

書で届いて、この２月14日に変更になりまし

たというふうに来たんですけれども、やっぱ

り１か月前なら、皆さん、都合もつくんでし

ょうけれども、私はそれこそ同行援護をお願

いしているので、ガイドさんを今日、確保す

るのが正直大変でした。ガイドさんも予定が

ありますので。 

 たまたまいろんな経緯があって、ちょっと

今日、お願いできることになったんで、無事

に来られたんですけれども、なるべく会議の

日にちの変更とかがあったら、早めの連絡を

いただけるとありがたいなと思っておりま

すので、よろしくお願いします。 

（石渡部会長） 
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 山根委員、大事な御指摘をありがとうござ

います。 

 会議の変更などについては、多分手話通訳

の方なんかも含めて、いろいろなかなか見つ

けることができないみたいなことは、本当に

サービスが不足している昨今なので、よくお

聞きしますので、ぜひ会議の変更等について

は御配慮をいただきたいと思います。ありが

とうございました。 

 あと、酒井副部会長、お願いします。 

（酒井副部会長） 

 いつも最後になってしまうんですけれど

も、酒井でございます。 

 今日、お話を伺って、私なりの意見なんで

すけれども、介護保険料のこうなんだよとい

う形の方向性になってきたというのは、あり

がたいことだというふうに思っています。 

 それと、最後のほうにお話があったとお

り、この保険料を使って、どういうふうに営

まれるかということ、介護職員さんの確保対

策で、様々な福祉の方にお会いしますと、や

はり人が足りないことで、様々なトラブル、

小さいトラブルが起こっているというのが

見えますので、やはり今後は介護職員の処遇

改善というものも、この協議会の中でやって

いかなくちゃいけないのかなというふうに

は考えるところです。 

 それと、最後に、孤立死のところなんです

が、人が生まれて、生活して、最後に亡くな

るという中で、これは統計的に今回の資料

で、単身者が自宅で死亡した場合というもの

の孤立死の定義があって、そして数が飛躍的

に令和３年から令和４年にかけて増えてい

るというものを見たときに、やはり人の死亡

というものを把握していくということは、

様々なその人の生活の在り方とか、行政のサ

ービスの在り方だとかが表れる部分だと思

いますので、どうにかこの正確な数字という

ものを把握していけるようになっていけれ

ば、その方策をこの部会、協議会でお話して

いければよいなというふうに考えます。 

 私からは以上です。 

（石渡部会長） 

 石渡です。 

 酒井副部会長、大事なまた御指摘をありが

とうございました。 

 今日の新聞で、成年後見制度の改正のこと

なんかが報道されていましたけれども、やっ

ぱり成年後見制度なんかも、あの制度に頼る

だけじゃなくて、地域のほかの支援ですと

か、やっぱり見守りというのがすごくまたク

ローズアップされているかなというふうに

思います。 

 民生委員さんなんかも、なかなか欠員が多

くて難しいという中で、やっぱり何段階かに

分かれた見守り体制みたいなことなんかも

よく言われていますが、本当に足立区って区

民のパワーがすごい大きいなと思うので、そ

ういうものをちょっと検討していただくと

またいいのかなみたいに思ったりします。 

 あと、このことを発言しておきたいという

委員の方、いらっしゃいましたらお願いをし

たいと思いますが。 

 じゃ、どうぞ、中村部長、お願いします。 

（中村明慶委員） 

 福祉部長、中村です。 

 先ほど、佐藤委員のところで、第２号被保

険者の率の決定、非常に曖昧な発言で申し訳

ありませんでした。 

 ネットで調べましたけれども、正しくは会

社勤めの方の場合は、標準報酬月額をもっ

て、等級表に基づいて算出するということ

で、自営の方の場合は、所得とか、それから

その世帯の被保険者数、要するに40歳以上の

方の人数だと思います。その人数に応じて保

険料を決定するということでございました。
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やはり収入に応じた保険料が算出されると

いうことでございましたので、訂正させてい

ただきます。申し訳ございませんでした。 

（石渡部会長） 

 補足の御説明、ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事については、皆さん、

貴重な御意見をたくさんいただきまして、あ

りがとうございました。 

 


